
人
事
院
は
、
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
き
、
人
事
院
規
則
九
―
三
四
（
初
任
給
調
整
手
当
）
の
一
部
改

正
に
関
し
次
の
人
事
院
規
則
を
制
定
す
る
。

平
成
二
十
七
年
一
月
三
十
日

人
事
院
総
裁

一

宮

な
ほ
み

人
事
院
規
則
九
―
三
四
―
二
五

人
事
院
規
則
九
―
三
四
（
初
任
給
調
整
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
人
事
院
規
則

人
事
院
規
則
九
―
三
四
（
初
任
給
調
整
手
当
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
第
三
号
中
「
若
し
く
は
六
級
地
」
を
「
、
六
級
地
若
し
く
は
七
級
地
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

施
行
日
の
前
日
に
お
い
て
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
規
則
九
―
三
四
第
二
条
第
一
項
第
三
号
又
は
規
則
九
―
三
四
第
二



条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
官
職
に
該
当
し
て
い
た
官
職
で
あ
っ
て
、
施
行
日
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
同
号
又
は
同
項
第
五
号

に
掲
げ
る
官
職
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
も
の
（
医
療
職
俸
給
表
㈠
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
官
職
で
あ
る
も
の
に
限
る

。
）
を
施
行
日
の
前
日
か
ら
引
き
続
き
占
め
る
職
員
（
同
規
則
第
六
条
（
第
四
項
を
除
く
。
）
及
び
第
七
条
の
規
定
に
よ
る

初
任
給
調
整
手
当
の
支
給
期
間
内
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
初
任
給
調
整
手
当
の
月
額
は
、
同
規
則
第
六
条
第
一
項
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
職
員
が
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
当
該
官
職
を
引
き
続
き
占
め
る
間
、
同

項
の
規
定
に
よ
る
額
に
、
人
事
院
の
定
め
る
額
を
加
算
し
て
得
た
額
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
加
算
し
て
得
た

額
は
、
当
該
職
員
が
占
め
る
官
職
が
同
規
則
第
二
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
官
職
（
当
該
職
員
が
占
め
る
官
職
が
こ
の
規

則
に
よ
る
改
正
前
の
規
則
九
―
三
四
第
二
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
官
職
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
っ
た
場
合
に
は
、
規
則

九
―
三
四
第
二
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
官
職
）
に
該
当
す
る
も
の
と
し
た
場
合
に
同
規
則
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
支
給
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
額
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。



○

人
事
院
規
則
九
―
三
四
―
二
五

新
旧
対
照
表

改

正

後

改

正

前

（
支
給
官
職
）

（
支
給
官
職
）

第
二
条

給
与
法
第
十
条
の
四
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
官
職

第
二
条

給
与
法
第
十
条
の
四
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
官
職

は
、
医
療
職
俸
給
表
㈠
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
官
職
で
次
の

は
、
医
療
職
俸
給
表
㈠
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
官
職
で
次
の

各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
同
上
）

三

前
二
号
に
掲
げ
る
官
職
以
外
の
官
職
で
給
与
法
第
十
一
条

三

前
二
号
に
掲
げ
る
官
職
以
外
の
官
職
で
給
与
法
第
十
一
条

の
三
第
一
項
の
人
事
院
規
則
で
定
め
る
地
域
以
外
の
地
域
に

の
三
第
一
項
の
人
事
院
規
則
で
定
め
る
地
域
以
外
の
地
域
に

所
在
す
る
官
署
（
同
項
の
人
事
院
規
則
で
定
め
る
官
署
を
除

所
在
す
る
官
署
（
同
項
の
人
事
院
規
則
で
定
め
る
官
署
を
除

く
。
）
に
置
か
れ
る
も
の
又
は
同
条
の
規
定
に
よ
る
地
域
手

く
。
）
に
置
か
れ
る
も
の
又
は
同
条
の
規
定
に
よ
る
地
域
手

当
の
級
地
が
五
級
地
、
六
級
地
若
し
く
は
七
級
地
と
さ
れ
る

当
の
級
地
が
五
級
地
若
し
く
は
六
級
地
と
さ
れ
る
地
域
に
所

地
域
に
所
在
す
る
官
署
（
当
該
級
地
が
一
級
地
、
二
級
地
、

在
す
る
官
署
（
当
該
級
地
が
一
級
地
、
二
級
地
、
三
級
地
又

三
級
地
又
は
四
級
地
と
さ
れ
る
官
署
を
除
く
。
）
若
し
く
は

は
四
級
地
と
さ
れ
る
官
署
を
除
く
。
）
若
し
く
は
当
該
級
地

当
該
級
地
が
五
級
地
、
六
級
地
若
し
く
は
七
級
地
と
さ
れ
る

が
五
級
地
若
し
く
は
六
級
地
と
さ
れ
る
官
署
に
置
か
れ
る
官

官
署
に
置
か
れ
る
官
職

職

四
・
五

（
略
）

四
・
五

（
同
上
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
同
上
）





人
事
院
は
、
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
き
、
人
事
院
規
則
九
―
八
九
（
単
身
赴
任
手
当
）
の
一
部
改
正

に
関
し
次
の
人
事
院
規
則
を
制
定
す
る
。

平
成
二
十
七
年
一
月
三
十
日

人
事
院
総
裁

一

宮

な
ほ
み

人
事
院
規
則
九
―
八
九
―
四

人
事
院
規
則
九
―
八
九
（
単
身
赴
任
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
人
事
院
規
則

人
事
院
規
則
九
―
八
九
（
単
身
赴
任
手
当
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
三
項
第
二
号
中
「
一
万
二
千
円
」
を
「
一
万
三
千
円
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
一
万
八
千
円
」
を
「
二
万
円

」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
二
万
四
千
円
」
を
「
二
万
六
千
円
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
中
「
三
万
円
」
を
「
三
万
三
千
円

」
に
改
め
、
同
項
第
六
号
中
「
三
万
五
千
円
」
を
「
三
万
八
千
円
」
に
改
め
、
同
項
第
七
号
中
「
四
万
円
」
を
「
四
万
三
千
円

」
に
改
め
、
同
項
第
八
号
中
「
以
上
」
を
「
以
上
二
千
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
」
に
、
「
四
万
五
千
円
」
を
「
四
万
八
千
円
」
に

改
め
、
同
項
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

九

二
千
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
二
千
五
百
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満

五
万
三
千
円



十

二
千
五
百
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上

五
万
八
千
円

第
五
条
第
二
項
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

次
に
掲
げ
る
事
由
の
発
生
（
以
下
「
事
由
発
生
」
と
い
う
。
）
に
伴
い
、
住
居
を
移
転
し
、
第
二
条
に
規
定
す
る
や
む

を
得
な
い
事
情
に
よ
り
、
同
居
し
て
い
た
配
偶
者
と
別
居
す
る
こ
と
と
な
っ
た
職
員
で
、
当
該
事
由
発
生
の
直
前
の
住
居

か
ら
当
該
事
由
発
生
の
直
後
に
在
勤
す
る
官
署
に
通
勤
す
る
こ
と
が
第
三
条
に
規
定
す
る
基
準
に
照
ら
し
て
困
難
で
あ
る

と
認
め
ら
れ
る
も
の
の
う
ち
、
単
身
で
生
活
す
る
こ
と
を
常
況
と
す
る
職
員

イ

法
第
八
十
一
条
の
四
第
一
項
又
は
第
八
十
一
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
採
用
（
法
第
八
十
一
条
の
二
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
退
職
し
た
日
（
法
第
八
十
一
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
勤
務
し
た
後
退
職
し
た
日
及
び
当
該
採
用
に
係
る
任

期
が
満
了
し
た
日
を
含
む
。
）
の
翌
日
に
お
け
る
も
の
に
限
る
。
）
を
さ
れ
た
こ
と
。

ロ

派
遣
法
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
派
遣
、
官
民
人
事
交
流
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
交
流
派
遣
又
は
法
科

大
学
院
派
遣
法
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
派
遣
か
ら
職
務
に
復
帰
し
た
こ
と
。

ハ

官
民
人
事
交
流
法
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
交
流
採
用
を
さ
れ
た
こ
と
。

ニ

規
則
一
一
―
四
（
職
員
の
身
分
保
障
）
第
三
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
の
規
定
に
よ
る
休
職
か
ら
復
職
し



た
こ
と
。

第
五
条
第
二
項
第
七
号
中
「
復
帰
等
」
を
「
事
由
発
生
」
に
改
め
る
。

附
則
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
単
身
赴
任
手
当
の
月
額
に
関
す
る
特
例
）

２

一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
百
五
号
）
附
則
第
十
条
の

規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
給
与
法
第
十
二
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
三
万
円
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
人
事
院
規
則
で

定
め
る
額
は
、
二
万
六
千
円
と
す
る
。

附
則
第
三
項
を
削
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
人
事
院
規
則
九
―
五
四
の
一
部
改
正
）

２

人
事
院
規
則
九
―
五
四
（
住
居
手
当
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。



第
四
条
中
「
該
当
す
る
職
員
」
の
下
に
「
（
法
第
八
十
一
条
の
四
第
一
項
又
は
第
八
十
一
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

採
用
さ
れ
た
職
員
を
除
く
。
）
」
を
加
え
る
。











給 実 甲 第 １ １ ８ ６ 号

平成２７年１月３０日

人 事 院 事 務 総 長

給実甲第６６０号の一部改正について（通知）

給実甲第６６０号（単身赴任手当の運用について）の一部を下記のとおり改正

したので、平成２７年４月１日以降は、これによってください。

記

給与法第１２条の２関係に次の１項を加える。

３ 給与法第１２条の２第２項の「３万円」は、平成３０年３月３１日までの

間は、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律（平成２６

年法律第１０５号）附則第１０条の規定により読み替えられており、人事院

規則９―８９（単身赴任手当）（以下「規則」という。）附則第２項の規定

によるものとされている。

給与法第１２条の２関係を給与法第１２条の２及び規則９―８９附則第２項関

係とする。

規則第２条関係第１項中「人事院規則９―８９（単身赴任手当）（以下「規則

」という。）」を「規則」に改め、同条関係第２項第２号中「保育所、」を「保

育所、同法第６条の３第９項に規定する家庭的保育事業、同条第１０項に規定す

る小規模保育事業若しくは同条第１２項に規定する事業所内保育事業を行う施設



、」に、「第７条第１項」を「第２条第６項」に改める。

規則第４条関係中「２００キロメートル」の次に「（当該距離が１５００キロ

メートル以上である場合にあっては、５００キロメートル）」を加える。

規則第５条関係第１項中「国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇

等に関する法律」を「国家公務員法（昭和２２年法律第１２０号）第８１条の４

第１項若しくは第８１条の５第１項の規定による採用（同法第８１条の２第１項

の規定により退職した日（同法第８１条の３の規定により勤務した後退職した日

及び当該採用に係る任期が満了した日を含む。）の翌日におけるものに限る。以

下「再任用」という。）をされた職員、国際機関等に派遣される一般職の国家公

務員の処遇等に関する法律」に改め、「ついては」の次に「、当該再任用の直前

の職員としての引き続く在職期間中の勤務箇所」を、「官署と」の次に「、再任

用」を加え、同条関係第４項第１号中「間の勤務箇所」の次に「、再任用をされ

た職員にあっては当該再任用の直前の職員としての引き続く在職期間中の勤務箇

所」を加え、同項第４号中「及び」の次に「再任用をされた場合、」を加え、「

された」を「をされた」に、「復帰、」を「再任用、復帰、」に改め、同条関係

第６項第１号中「、当該適用」を「当該適用、再任用をされた者にあっては当該

再任用」に改め、同項第３号中「当該適用」の次に「、再任用をされたもの」を

加え、「復帰、」を「再任用、復帰、」に改め、同項第５号中「国際機関等派遣

、交流派遣若しくは法科大学院派遣から」を「再任用をされた職員、国際機関等

派遣、交流派遣若しくは法科大学院派遣から」に改め、「のうち」の次に「、再

任用の直前の職員としての引き続く在職期間中の勤務箇所」を、「に、」の次に

「再任用（直近のものに限る。）又は」を加え、「復帰又は」を「復帰若しくは

」に改め、同項第６号中「及び」を「、再任用をされた配偶者及び」に、「、国

際機関等派遣」を「、再任用をされた配偶者、国際機関等派遣」に、「当該復帰

」を「当該再任用、復帰」に、「、当該適用」を「当該適用、再任用をされた者

にあっては当該再任用」に改める。



規則第８条関係第３項中「して異動」を「する異動（再任用前の各庁の長と再

任用後の各庁の長が異なる場合の当該再任用を含む。以下この項において同じ。

）を」に改める。

別表中「福岡空港～小値賀空港」、「福岡空港～上五島空港」、「長崎空港～

小値賀空港」、「長崎空港～上五島空港」、「鹿児島空港～喜界空港」、「鹿児

島空港～与論空港」、「奄美空港～喜界空港」、「那覇空港～与論空港」及び「

那覇空港～久米島空港」を削る。

別紙第１の１号紙の裏面の記入上の注意の第７項中「者又は」の次に「再任用

をされた者、」を加え、「「復帰」」を「「再任用」、「復帰」」に改める。

以 上



















給 ３ － ２

平成２７年１月３０日

各 府 省 給 与 担 当 課 長 殿

人事院事務総局給与局

給 与 第 三 課 長

「人事院規則９－６（俸給の調整額）の調整基本額について」の一

部改正について（通知）

「人事院規則９－６（俸給の調整額）の調整基本額について（平成２６年１１

月１９日給３－１１２）」の一部を下記のとおり改正したので、平成２７年４月

１日以降は、これによってください。

記

「 「

１号俸 12,051円 １号俸 12,037円

別表第６中 を に改める。

２号俸 12,190円 ２号俸 12,172円

」 」

以 上




